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１４日（月） ０．１７６ １８日（金） ０．１６８ 

１５日（火） ０．１６９ １９日（土） ０．１７５ 

１６日（水） ０．１７２ ２０日（日） ０．１７１ 

１７日（木） ０．１９１ 

 今年の 7 月 9 日から新しい在留外国人管理制度が施行されま

す。私たち在日同胞たちに大きくかかわりがある制度なので、簡単

に説明します。新たな在留管理制度（以下この制度）が施行される

ことに伴い今までの外国人管理制度は廃止され、外国人管理に関

する法律が一本化されます。「登録証」が「在留カード」になり常時

携帯義務がなくなります。個人単位の管理から家族単位での管理

になり、市町村役場で「住民票の写し」の発行を受けることができま

す。また、外国人にも住民基本台帳法が適用されることになり、一

連の行政サービスが円滑に受けられるようになります。 

 この制度は 7 月９日から施行されますが、「登録証」の期限がま

だある方はそのまま持ち続けて結構です。次の更新時に「在留カ

ード」が発行されます。制度施行を前に役所より「仮住民票記載事

項通知」が届いたかと思います。記載事項を確認し、間違いがある

場合は市役所の外国人登録係に連絡することが必要です。 

 この制度は一見私たちにとって有効な法改正のようにも思えます

が、日本に在住する様々な事由を抱えた外国人をより厳しく管理

する発想が色濃い制度になっています。 

 また、再入国制度においても「朝鮮籍」と「韓国籍」の扱いを分け

て、同じ歴史的背景の下で日本に住むことになった在日同胞を離

間し、新たな問題を引き起こすことにもなっています。 

登録証の常時携帯義務の廃止、円滑な住民サービスの受給な

どは「一歩前進」とも言えますが、政治的抑圧措置としての一面も

あることは看過できないことです。 

 

 

 総聯本部では 24 日(木)に活動家会議を開き、

今年の年末までに県内の活動を一層盛り上げ福

島で新たな全盛期を築くための方針、課題を提

起します。 

 先日全国３０の総聯支部が「新たな全盛期の土

台を築く支部競争」を呼びかける手紙を送りまし

た。手紙では支部は同胞たちの生活と総聯活動

の基本単位であり、支部をどう盛り上げていくか

によって総聯の全般の活動が左右されるとし、金

正日総書記逝去 1 周年を迎える 12 月 17 日まで

に自分たちの支部で新たな全盛期の土台を築き

上げることを誓いました。 

 中通支部が先日の常任委員会で「我々も 30 支

部と共に競争しよう！」と呼び掛けに応じることを

決めました。 

5 月 18 日の朝鮮新報に中通支部委員長の決

意が掲載されました。 

 「同胞が実感できる豊かな同胞社会のため

に！」を合言葉に今年の後半期は支部役員と共

に力を合わせて盛り上げていくそうです。 

 今後の中通支部に期待しましょう！ 

 

 

 27 日に新潟で行われる合

同運動会に合わせてバスが

出ます。 

 当日午前 7 時 30 分本部出

発です。乗車希望の方は総

聯本部まで連絡ください。 

 新潟ハッキョでは昼食のた

めの焼肉、キムチ、飲み物

の販売をするそうです。（ご

飯は持参） 

 

 

那須高原バスツアー 

２０１２年６月１７日（日） 

９：００ 大宮駅集合 

１２：００ サンバレーホテル 

ステンドグラス美術館、千本松牧場 

１８：００ 大宮駅にて解散 

＊サンバレーホテルにて合流可 

＊料金など詳細はチョンシルホンシ

ル福島へ（TEL０２４－９２２－５６５２） 

 

 

６月２３日（土）午後１時３０分 秋保温泉 華乃湯 

・講演 ・祝賀パーティー 

・参加費 11,000 円 

＊次の日は「ウリ民族フォーラム」に参加します。 

＊個別に結婚相談を受け付けます 


